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令和６年度 第１回府中市環境審議会会議録（要旨） 

 

令和６年１０月１０日（木） 

１８時００分から２０時００分まで 

府中市役所おもや２階Ａ２０１会議室 

 

 

■出席委員（１５名） 

対面    澤佳成委員（会長）、井上真紀委員（副会長）、吉田智弘委員、市川耕作委 

員、金本敦志委員、谷田部義則委員、浅田多津子委員、鈴木康子委員、藤 

間利明委員、渡部悦行委員、佐々木宏一委員、鴫原國夫委員、松壽孝樹委 

員、吉武考三郎委員 

リモート  平﨑崇史委員 

 

■欠席委員 

なし 

 

■事務局 

栁下生活環境部次長兼環境政策課長、舟山環境政策課長補佐、田口環境政策課副主幹、

毛塚環境政策課管理係長、熊谷環境政策課環境改善係長、谷口環境政策課ゼロカーボ

ンシティ推進担当主査、田邉環境政策課自然保護係長、米山、藤井、中澤 

 

■傍聴者 

なし 

 

■議事 

１ 開 会 

２ 部長あいさつ 

３ 事務局自己紹介 

４ 諮問 

５ 議題 

(１) 第３次府中市環境基本計画の進捗管理について 

６ その他 

７ 閉 会 

 

■配布資料 

資料１ 府中市環境審議会委員名簿 

資料２ 第３次府中市環境基本計画の進捗管理方法について 

資料３ 第３次府中市環境基本計画の進捗状況について 
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資料４ 府中市における温室効果ガス排出量等の状況（～2021 年度） 

資料５ 第３次府中市環境基本計画の各指標の評価について 

資料６ 第１回府中市環境審議会資料についてのご意見と回答について 

 

【事務局】 

では、定刻になりましたので、ただいまから令和６年度第１回府中市環境審議会を開

催させていただきます。 

 皆様、本日は大変お忙しいところ、ご出席を頂きまして、誠にありがとうございます。

本日の会議につきましても、会場とウェブ会議システムを併用して開催させていただき

ますので、ウェブ会議でご参加いただく方へ改めてのお願いとはなりますが、注意事項

を３点申し上げます。１点目に、発言されるときを除き、音声についてはミュート状態

にしていただくようお願いいたします。２点目に、ビデオについては通信環境の確保の

ためオフとしていただくようお願いいたします。３点目に、発言をする際はミュートを

オフにして氏名を名乗っていただき、会長または事務局より指名がございましたら、そ

の後にご発言をお願いいたします。 

 ここからは、委員の皆様へのお願いとなります。これより質疑、審議を行うに当たり、

発言をされる際には挙手をしていただきまして、会長もしくは事務局より指名がありま

したら、発言をいただくようにお願いいたします。また、お手数ではありますが、発言

をされる前に「何々です」と名前を一言いただいてからお話しいただくようにご協力を

よろしくお願いいたします。 

 それでは、会議に入ります前に資料の確認をさせていただきます。 

 

（配布資料の説明） 
 

資料の過不足はございませんでしょうか。 

 なお、事前にお送りした資料から、全ての資料について追加・修正がございました。

資料を持参いただいた方につきましては、大変恐縮でございますけれども、本日机の上

に置かせていただきました資料をご使用いただきますようによろしくお願いいたします。

事前に修正後の資料をお届けできずにご迷惑をおかけいたしました。 

 続きまして、欠席者等のご報告をさせていただきますが、本日は全委員に出席してい

ただいております。 

 また、本会議につきましては、出席数が過半数に達することで成立することとなって

おりますが、本日の会議は出席委員数が過半数に達していることから、有効に成立する

ことをご報告いたします。 

 それでは、お手元の次第に従いまして会議を進めてまいります。 

 まず、次第の２「部長あいさつ」でございます。それでは、審議会の開催に当たりま

して、生活環境部長からご挨拶申し上げます。 

 

（部長挨拶） 
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【事務局】 

それでは、続きまして、次第の３「事務局自己紹介」でございます。年度が改まりま

して、新任の者もおりますことから、改めて事務局の自己紹介をさせていただきたいと

思います。 

 
（事務局の自己紹介） 

 

【事務局】 

以上の職員で、今年度１年間事務局として審議会の運営に当たってまいりますので、

どうかよろしくお願いいたします。 

 続きまして、本年度新たに審議会委員になられました浅田委員のご紹介をさせていた

だきます。ＮＰＯ法人府中かんきょう市民の会の理事長交代に伴いまして、昨年度本審

議会の委員であられました小西前理事長から、今年度より浅田理事長に委員としてご参

加いただくこととなりました。浅田委員から一言、ご挨拶いただければと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

（浅田委員挨拶） 

 

【事務局】 

ありがとうございます。なお、委嘱状の伝達につきましては、本来ならば市長より浅

田委員に直接お渡しするところではございますが、時間の関係もございますので、机の

上に委嘱状を置かせていただいております。これをもって委嘱状の伝達に代えさせてい

ただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

 また、今年度の本審議会の委員につきましては、お配りしております資料１「府中市

環境審議会委員名簿」のとおりでございますので、皆様、ご承知おきください。 

 それでは、次第の４「諮問」として生活環境部長から会長に諮問書を伝達いたします。 

 

（部長から諮問書の朗読・伝達後、事務局より各委員に諮問書の写しを配付） 
 

【事務局】 

 それでは、部長におかれましては、この後、所用がございますので、申し訳ございま

せんが、ここで退席させていただきます。 

【部長】 

よろしくお願いします。 

 

（部長退席） 
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【事務局】 

それでは、次第の５「議題」に移らせていただきます。ここから先の進行につきまし

ては、会長よろしくお願いいたします。 

【会長】 

 はい、承知しました。これから先は私が議事を進行させていただきます。よろしくお

願いいたします。 

 審議に入る前に、委員の皆様に申し上げます。本日の会議におきましては、午後８時

までの予定となっております。発言は簡潔明瞭を心がけ、会議に要する時間の短縮にご

協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、初めに傍聴について委員の皆様にお諮りします。府中市情報公開条例に基

づき、本会は原則公開となっております。傍聴人はいらっしゃいますか。 

【事務局】 

本日傍聴希望の方はおりません。 

【会長】 

 はい、承知いたしました。 

 それでは、次第５「議題」の（１）第３次府中市環境基本計画の進捗管理について、

事務局からご説明をお願いします。 

【事務局】 

 それでは、（１）第３次府中市環境基本計画の進捗状況について説明をさせていただき

ます。 

 資料２「第３次府中市環境基本計画の進捗管理方法について」をご覧ください。こち

らは表題にありますとおり、進捗管理における評価の方法についてまとめた資料となり

ます。昨年度の第３回審議会の開催時にお話をさせていただいておりますが、改めてご

説明をさせていただきます。 

 まず、１「評価の手法」です。第３次府中市環境基本計画の評価手法としては、基本

方針ごとに設定している成果指標及び参考指標・取組指標の達成状況から評価を行いま

す。 

 続きまして、２「指標による評価」です。まずは、文章内に分かりにくい言葉が多い

ので、認識統一のため注釈を振っております各課題についてご説明いたします。同ペー

ジ下部の注釈説明をご覧ください。実績値とは、各指標の事業実績でございます。基準

値とは、各指標を評価する上で基とした値でございます。目標値とは、各指標の目標の

値となっております。参考値とは、各年に達成していることが望ましい値となっており

ます。 

 それでは、説明に戻らせていただきます。指標による評価は、計画の計画期間である

令和５年度から令和１２年度の実績値の達成状況を評価します。また、基準値と目標値

を直線で結んだ参考線を示し、目標に向けた現在地点の達成状況を示します。併せて参

考値を記載し、その年に達成していることが望ましい値を示します。こちらの内容につ

きましては、図１「指標の評価イメージ」でお示しをしております。 

 なお、原則として、１つの基本方針に対して複数の指標が対応することから、基本方
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針ごとの総合評価については、各成果指標の評価結果を数値化し、その平均値により評

価をさせていただいております。 

 評価の基準につきましては、表１「指標の評価の基準」に示しております。 

 ２ページ目をご覧ください。３「総合評価」です。総合評価は、成果指標による評価

結果を基本に外部要因を考慮し、基本方針ごとに行います。図２において、総合評価の

流れのイメージを示しております。また、表２では、それぞれの成果指標の評価結果を

数値化し、その平均値により評価する手法をお示ししております。 

 続きまして、４「総合評価のタイミング」です。総合評価については、現時点では毎

年実施をする予定でございます。 

 続きまして、３ページ目をご覧ください。５「施策体系」です。こちらのページでは、

第３次府中市環境基本計画の施策体系をお示ししております。 

 続きまして、４ページをご覧ください。６「総合評価の結果」になります。こちらで

は総合評価のイメージをお示ししております。基本方針ごとに成果指標の評価を数値化

し、総合評価としてお示しするイメージとなっております。 

 最後に、５ページをご覧ください。７「計画の進捗状況」です。５ページ以降は基本

方針ごとに各指標における進捗管理のイメージをお示ししております。 

 資料２「第３次府中市環境基本計画の進捗管理方法について」は以上となります。 

 続きまして、資料３「第３次府中市環境基本計画の進捗状況について」のご説明をさ

せていただきます。 

 まず、お示ししております進捗管理表の見方について、簡単に説明をさせていただき

ます。左上から指標項目、基準値、目標値、単位を記載しております。その右側に移り

ますと、施策体系、指標区分、出典、担当課を記載しております。 

 続きまして、中段に実績値という形で各年度の実績値と参考値を記載しております。

なお参考値は、基準値と目標値を直線で結んだ際のその年度で達成していることが望ま

しい値となっております。また、中央のグラフですが、こちら実績値と参考値をグラフ

化したものとなっております。 

 続きまして、その右側になりますが、実績の評価と主な取組内容等の欄を設けており

ます。その指標の評価とどのような取組を行ったかなどについて記載する形式となって

おります。 

 各指標の評価につきましては、資料５「第３次府中市環境基本計画の各指標の評価に

ついて」において、方針ごとに一覧でまとめておりますので、ご参照いただければと思

います。 

 進捗管理表の見方については、以上となります。 

 それでは、これより各指標の進捗の説明を行わせていただきます。 

【事務局】 

 それでは、ここからゼロカーボンシティ推進担当よりご説明いたします。 

 基本方針１の進捗の説明に入る前に、国や東京都と府中市の温室効果ガスの２０２１

年度までの現状を資料４に記載しておりますので、順番が前後して恐縮なのですけれど

も、資料４をご覧ください。 
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 初めに、本資料及び指標では、温室効果ガス排出量やエネルギー消費量の数値の最新

年度が２０２１年度になっていることについてご説明いたします。温室効果ガス排出量

を算出するに当たりまして、必要となる統計データが全て出そろった上で計算すること

となります。利用可能な統計データが出そろうのが、算定を実施する年度の約３年前と

なりますので、今回の審議会でお示しする最新年度につきましては、２０２１年度とな

ることについてご承知おきください。 

 それでは、資料４の右下、スライド番号２をご覧ください。このページでは国及び東

京都の温室効果ガス排出量の概要をまとめております。国の排出量の推移を見ますと、

全体としてなだらかに減少していることが分かります。２０１３年度が基準年度なりま

すが、基準年度比で１６．９％減少しております。これは省エネ機器の普及などによる

エネルギー消費量の減少や、再生可能エネルギーの拡大、原子力発電の再稼働による電

力の低炭素化に伴う二酸化炭素排出量の減少によるものと考えられます。 

 一方で、前年度の比較では２％の増加となっており、要因としましては新型コロナウ

イルス感染症で落ち込んでいた経済の回復などによるエネルギー消費量の増加が挙げら

れます。 

 また、右の東京都の推移を見ましても、２０１３年以降の排出量につきましては、国

と同様に減少傾向となり１２．６％の減少。一方で、前年比では１．５％の増加となっ

ております。 

 続いて、スライド番号３、府中市の温室効果ガス排出量の推移についてをご覧くださ

い。左側のグラフですが、国、東京都の傾向と同じく、基準年度である２０１３年度比

で１３．５％減少しておりますが、前年度比では３．６％増加しております。 

 右のグラフをご覧ください。こちらは、温室効果ガスのうち９割を占める二酸化炭素

排出量について、部門別に示したものとなります。２０２１年度の排出量は９４０千ト

ンＣＯ２であり、そのうち家庭部門が３４％、業務その他部門が３０％と、合計で約６割

を占めております。なお、業務その他部門の内容について補足いたしますと、事務所や

小売店、飲食店、学校などが主な対象範囲となっております。 

 続いて、スライド番号４をご覧ください。家庭部門における近隣市の二酸化炭素排出

量の推移となります。こちらは、前回の審議会におきまして、近隣市との比較や１人当

たりの比較について触れてほしいとのご意見を踏まえ、作成しておるものです。 

 なお、後ほど触れますが、成果指標自体は家庭部門のエネルギー消費量となっており

ますが、近隣市との比較で各市のエネルギー消費量の公表資料がなかったので、関連の

深い二酸化炭素排出量を比較対象として記載しておりますので、ご承知おきください。 

 左側の家庭部門における府中市の排出量のグラフをご覧ください。これまでの全体の

傾向と一致しており、基準年度から減少傾向、前年度比では増加となっております。近

隣市との比較においても、おおよそ同様の動きとなっていることが見てとれます。 

 次に、右側のグラフですが、こちらは二酸化炭素排出量を１人当たりに換算したグラ

フとなります。府中市は１．２３トンＣＯ２となり、近隣市の平均を下回る数値となりま

す。 

 続いて、スライド番号５をご覧ください。こちらも前回審議会で資料に記載してほし
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いとご要望いただいた電力の二酸化炭素排出係数になります。排出係数について簡単に

ご説明いたしますと、電気を作るときにどれだけの二酸化炭素が出るかを示す数字のこ

とです。この数字は、１キロワットアワーの電気を作るときに排出される二酸化炭素の

量を示しております。この排出係数が低ければ低いほど、二酸化炭素の排出が少ない電

力ということになります。東日本大震災以降、原子力発電所の稼働停止により、排出係

数が高くなっておりましたが、再稼働や再生可能エネルギーの普及により排出係数も減

少傾向となっております。 

 右側のグラフになりますが、府中市の家庭部門におけるエネルギー消費量を世帯当た

りに換算して示したものです。こちらは、後ほどご説明する家庭部門のエネルギー消費

量の指標の際に触れさせていただきます。 

 それでは、資料３の進捗管理表の説明に移ります。１ページ目をご覧ください。私か

らは基本方針１の指標についてご説明いたします。指標の１つ目と２つ目、市内の温室

効果ガス排出量と市内のエネルギー消費量になります。先ほどの資料でご説明したとお

り、基準年度となる２０１３年度からは減少傾向となっておりますが、前年度比では増

加しているという状況です。それぞれ新型コロナウイルスからの経済活動の再開に伴い、

前年比で排出量が増加したことにより、目標との乖離が見られてきて、遅れが生じてい

ることから、実績の評価は２つともＢとしております。 

 ２ページ目をご覧ください。民生（家庭）部門のエネルギー消費量になります。先ほ

どご説明した市内の温室効果ガス排出量やエネルギー消費量が、基準年度から減少する

中、この家庭部門のエネルギー消費量については基準年度を上回る結果となりました。

基準年度比で０．８％の増加、前年度比で１．１％の増加となっております。増加要因

としましては、世帯数の増加が挙げられます。府中市の総世帯数が２０１３年度比で５％、

おおよそ６，０００世帯増加したことにより、エネルギー消費量が基準年度を上回る結

果となっております。しかしながら、家庭部門のエネルギー消費量について、世帯当た

りに換算すると減少傾向となっております。 

 資料４のスライド番号５、右側のグラフをご覧ください。こちらに家庭部門のエネル

ギー消費量を世帯当たりに換算したものを記載しております。基準年度である２０１３

年と比較すると３．９％の減少となり、世帯当たりの消費量は減少傾向となっておりま

す。これは、省エネ機器への買替えなどで減少しているものと考えられます。 

 以上を踏まえまして、実績の評価はＢとしております。 

 以上、基本方針１の成果指標の説明となります。 

【事務局】 

それでは、ここから基本方針２から５の各指標についてご説明をさせていただきます。 

 ほとんどの指針につきましては、おおむね順調に進捗をしておりますが、４つの指針

で実績の評価をＣ「遅れが生じている。このままでは目標達成が難しい」としておりま

す。これらＣ評価となっている指針について、昨年度からの数値の変化が大きい指針３

つ、そのほか説明事項があります指標を１つ、合計で８項目の指標について私のほうか

ら説明をさせていただきます。 

 まず初めに、１０ページをご覧ください。ページ下の進捗管理表の指標項目「市民１
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人１日当たりの収集後資源化量」についてでございますが、２０２１年度から２０２３

年度まで、連続的に数値が下落しております。その外部要因としましては、円安や海外

紛争等に起因する物価高騰により、物の消費が低迷し、ごみの発生抑制につながってい

ることが推測されております。このことから、収集するごみや資源の量そのものが減少

していることから、傾向として市民１人１日当たりの収集後資源化量が下落傾向となっ

ております。 

 続きまして、１１ページをご覧ください。ページ下の進捗管理表、指標項目「水質、

大気、騒音・振動の環境基準適合率」についてでございます。これは、府中市内で独自

に測定している水質、大気汚染、騒音、振動の主要４項目の数値のうち、環境基準にど

れだけ適合しているかを可視化したものになります。項目のうち、大気と振動について

は全て環境基準内になりますが、水質及び騒音で環境基準を超過する項目がございまし

た。騒音につきましては、過去５年間一度も昼夜ともに環境基準を下回ることがない地

点が３か所ございます。このままでは目標の達成には現状では難しいという判断から、

Ｃ評価としております。主な取組内容につきましては、こちらの指標をご覧いただけれ

ばと思います。 

 続きまして、１４ページをご覧ください。ページ下の進捗管理表、指標項目「府中か

んきょう塾に参加した人数」についてでございます。２０２０年度はコロナ禍で大きく

減少後、１３０人前後で横ばいの状況が継続しております。理由としましては、参加さ

れるメンバーが固定化している傾向もございまして、新規メンバーの参入が少ないこと

が考えられます。広報やＬＩＮＥなどの媒体を活用して広く周知を行うなど、参加者数

の向上を目指しているところでございますが、目標値までまだ差がありまして、このま

までは達成が難しいことからＣ評価としております。 

 続きまして、１５ページをご覧ください。指標項目「多摩川清掃市民運動参加者数」

についてでございます。毎年４月から５月にかけての間で実施しておりますけれども、

２０２０年から２０２２年の３年間はコロナ禍により中止、２０２３年は久々の開催で

ございまして、当年度においては制限もなく実施を行いましたが、参加人数の伸び悩み

がございました。このままでは目標達成は難しいと思われるため、Ｃ評価としておりま

す。 

 以上、４つがＣ評価となっている指標についてでございます。 

 続きまして、昨年度からの数値の変化が大きい指標３つについて、ご説明をさせてい

ただきます。 

 恐縮ですが、１ページ戻りまして、１４ページ、上の進捗管理表をご覧ください。指

標項目「府中水辺の楽校参加者延べ人数（開催回数）」についてでございます。こちらは

大きく値が乖離しておりますけれども、評価としてはＢとしております。理由となる外

部要因についてですが、このイベントは毎年７回程度実施しておりますが、２０２３年

度においては雨天中止が２回、大丸用水堰の改築工事に伴いまして、例年使用しており

ますイベント実施場所が使用できないことからの中止が１回ございまして、イベント回

数が計４回のみとなってしまったことが挙げられます。 

 ちなみに、この３回のイベントが中止とならなかった場合については、予定参加人数
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が約１５０名程度でございましたので、そうなった場合、実績値としては２３４名とい

う数値が計上されるイメージでございました。 

 ただいま申し上げたご説明なのですけれども、また戻って恐縮ですが、７ページ、上

の進捗管理表をご覧ください。指標項目「府中水辺の楽校事業イベント参加人数（累計）」

もこの対応となっておりますので、ご承知おきをよろしくお願いします。 

 続きまして、同じく７ページ、下の進捗管理表をご覧ください。指標項目「小・中学

生に対する自然環境教育の実施件数」についてでございます。こちらも２０２３年度に

おいては、天候不順による中止が５回、大丸用水堰の改築工事に伴い、例年使用してい

るイベント実施場所が使用できないことによる中止が２回ございました。２０２３年度

の実績値は参考値からの乖離がありますけれども、実施できていたならば計１８回とな

っていたことから、評価はＢとしております。 

 最後に、その他説明事項がある指標についてご説明させていただきます。１ページ戻

りまして６ページをご覧ください。ページ下の進捗管理表、指標項目「緑被率」につい

てでございます。こちらは、府中市緑の基本計画２０２０に基づきまして、２０２８年

度に３０％を達成することを目標としております。しかしながら、２０１５年を最後に

測定しておりません。担当課に確認しましたところ、早くて次年度、遅くても再来年度

には調査を行う予定であると聞いております。 

 本年度においては、実績値そのものがないことから、実績の評価は行わず、ブランク

とさせていただいております。 

 説明は以上です。 

【会長】 

ありがとうございました。第３次環境基本計画の各指標に基づく事務局からのご説明

を頂きました。皆様のほうから何かご意見、ご質問等ありましたらよろしくお願いいた

します。 

 また、事前にお送りいただいた資料６の主なご意見で、まだこの回答では分からない

なという方がいらっしゃいましたら、追加でのご質問等もよろしくお願いします。 

委員、お願いします。 

【委員】 

今ご説明いただいた中で、資料の３でＢとかＣで補足されていますよね。例えば、開

催が何回減ったとか、それをここの「主な取組内容等」のところに書かれたほうがいい

と思うのですよ。この資料３は情報公開しますよね。ということは、市民が読んで、こ

れはＢだ、Ｃだと分かるものはいいけれども、本来ＣなのにＢにしているとか、その逆

がありますよね。そこは、「主な取組内容等」に、例えば開催回数が８回の予定が何回に

なったとか、そういうことを書いていただきたい。それによってこの資料を見た方が、

そういう判断で実績の評価をされているということが分かると思うので、ちょっと手数

ですけれども、補記していただけないかということです。以上です。 

【会長】 

ありがとうございました。昨年度も同じようなところが多々あって、修正してもらっ

たことがあると思いますので、ぜひ事務局のほうでご検討いただけますでしょうか。 
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【事務局】 

こちら進捗管理表につきまして、適宜修正をさせていただければと思っております。

委員がおっしゃいますとおり、「主な取組内容等」の中に含めるか、もしくは別枠で外部

要因として記載するか検討し、次回の審議会で皆様にお諮りさせていただければと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

【事務局】 

お願いいたします。ご意見ありがとうございました。ほかにございますでしょうか。 

【委員】 

資料６のナンバー３について、要するにＳ、Ａ、Ｂ、Ｃというのは、何をもって分か

るかということをお聞きしたのですが。これだと、主管課でこれはＳだ、Ａだ、Ｂだ、

Ｃだと判断するのだということみたいですね。さらに、総合評価のところで、Ｓだと４

点、Ａだと３点、Ｂだと２点ということで、その分野の指標全体の評価方法によって点

数づけをしているのですが、資料６の６について、これは資料３の１ページ目の市内の

温室効果ガス排出量、それと市内のエネルギー使用量、その次の民生部門のエネルギー

使用量なのですが、これもほとんど同じものではないかなと思うのですね。つまり、温

室効果ガス排出量というのは、市内のエネルギー使用量にＣＯ２原単位を掛け合わせや

つなのですね。そのＣＯ２原単位というのは、市の努力でどうこうなるものではなくて、

エネルギー会社の原単位を掛け合わせたということ。それをさらに民生の家庭部門のエ

ネルギー使用量というのは、その中の一部になるので、どれかがすごくよくて、どれか

が極端に悪いということは絶対にあり得ないと思うのです。このＳ、Ａ、Ｂ、Ｃという

ような評価方法はいいのですが、点数が何でこうなったというよりも、それがどういう

過程で出てきたかということをよく踏まえてから判断しないといけないのではないでし

ょうか。 

 もう１つ言えるのは、このＣＯ２の排出量というのは、市でいくら頑張ってもどうにも

ならないところがあるのですね。それに対して、それ以降のイベントの開催数というの

は、ある部分ではこちらで決めている。その決めた数字が妥当かどうかという話もある

かと思うのです。最初のＣＯ２排出量というのは、２０３０年までに４８％削減という目

標値があるから、ずっとそれに対して直線を引いたら、これはもういじれない。点数を

つけるのは悪いというわけではないのですが、そういう過程をよく分かった上で評価し

ないと、最後の結果だけで、これはよかった、これは悪かったとならないようにしたい

なというのが、私の言いたいことです。 

【会長】 

 ありがとうございます。この点について事務局のほうからいかがでしょう。 

【事務局】 

２つ頂いているかと思いまして、地球温暖化対策の指標の定め方も１つあるのかなと

思ってはおるのですけれども、おっしゃるとおり、最上位のものとして温室効果ガスの

排出量の削減の目標値というのがあって、それに包含される形でエネルギー消費量、そ

れをさらに細分化したものとして家庭部門の消費量という形になっております。 

 最終的には、言い方は悪いかもしれませんが、エネルギー消費量がどうなろうが、排
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出係数が抑制されれば最終的には到達するという考え方もあり、それを点数化するのは

どうかという話もある一方で、国が示している計算方法にのっとってやった場合に、こ

ういうお示しの仕方になっているという考え方もございます。この辺りにつきましては、

まさに今、第７次の国のエネルギー基本計画も改定されていくところでもございますの

で、その辺りを踏まえながら、中間見直しの際でも議論の方向性はあるのかなと思って

はおるのですけれども、この指標につきましては第３次の策定のときに審議会の皆様に

ご審議いただいた中で決まったところがございますので、一旦そういった考え方も重々

承知しておりますが、今、温暖化の指標のところに限ってお話をしているのですが、そ

ういう形で進めさせていただければと思っておるところです。 

 点数化のところにつきましては、事務局案としては毎年平均化して示すという方向性

はお示しつつも、委員の皆様からのご指摘というか、ご意見を踏まえて、また軌道修正

というか考えをお示しする方向性もあるのかなとは思いますので、もしほかの委員さん

のご意見等があれば賜れればと思っています。 

【会長】 

 ありがとうございます。委員、お願いします。 

【委員】 

資料の２の１ページ目に、真ん中ぐらいに計画の計画期間である令和５年度から令和

１２年度ということで、ここは和暦を使っているのですね。令和５年は何だろうかなと

思ったら、２０２３年のことなのです。グラフはどこのページを見ても全部西暦なので、

これはどうするのですかね。１ページ目というか、最初の目次みたいなのは令和６年度

になっているし、和暦と西暦がごちゃ混ぜにもなっている。西暦なら全部西暦にしない

と、令和５年とか急に出されてもみんな換算しないといけないと思ったので、ここはど

うするかお任せします。 

 それと、どなたか質問した８番にも関連するのですけれども、資料３の２ページの上

です。これはさっきどなたかから質問してもらって、大変いいことだなと思ったのです

けど、結局民生というのは、家庭部門のエネルギー消費量が２０１３年から２０２１年

までの総量としては増えていますが、世帯別では世帯が６，０００世帯も増えてしまっ

て、思ったより増えてしまって、全体は増えているけれども世帯当たりは減っているの

ですよということを言っていたので。何を言っているかというと、府中市として色々な

施策も入れて努力して、家庭部門のエネルギー消費量は減らすようにしたいと思ってい

るけど、それは実際うまくいっているのですよということなのですね。 

 ただ、勝手に人口が増えてしまったので、こんなことになってしまったと。府中市は

人口をこれから増やさないようにしますなんて話ではないと思うので、ここはどうする

のですかね。これ本当はＢではなくてＳだと言ってもいいのが、何となくこのトータル

を見たら全然駄目ではないかと思う人もいるから、そこは正々堂々もうちょっと分かり

やすく、前提としての世帯は減るようになっているけど、実際は増えているとか、そこ

ら辺を分かりやすく書いてあげると、これを読む人もいいのかなという感じがしたので

す。 
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【会長】 

委員、ありがとうございます。今、２点中心的にご意見頂いたと思います。まず和暦

と西暦について。これは、多分３年ほど前の答申案を作成するときも問題になったこと

だと思います。なので、できれば西暦で統一していただけないかなというのが、そのと

きからいらっしゃる委員の皆さんの思いだと思うのですが、こちらはご検討いただいて

よろしいですか。 

 もう１点は、委員がご指摘いただいた点数化するというところ、あと温暖化のところ。

プロセスを見ないと、結果だけ見るとよくないのだと思われてしまうということですね。

委員もご指摘のように、各家庭、世帯ごとのエネルギー消費量は減っていっているとい

うことがあるのであれば、何とかそれを工夫して見せることはできないのだろうかとい

うご指摘だと思いますけれども、こちらについて、皆様から何かほかにご意見等ござい

ますか。 

 委員、お願いいたします。 

【委員】 

今のに関連してちょっとご質問なのですけれども、特に民生用、家庭用の部門はなか

なか厳しいところかと思うのですけど、先ほどお話があったように、国の第７次の計画

で、もしかすると２０３０年に向けての数値が変わるかもしれない、折れ線グラフはも

う少し変化するかもしれないという中で、乖離部分をどうやって基本値に近づけるよう

な施策を考えていらっしゃるのか。具体的なものでなくても結構なのですが、そこはお

示しいただけたらありがたいなと思います。もう一つは一般的な話なのですが、各基本

方針に対する評価ですけれども、スケールがやっぱり違っています、ものによって。そ

うすると、市民の方が見たときに非常に基準値に対して幅があったり、基準値どおりだ

というのが、このグラフで見る限りだと誤解を招くような気もしているので、何かうま

い見せ方があるのかなと感じた次第です。 

【会長】 

国のエネルギー政策の第７次の目標自体が変わるかもしれないという中で、今後、線

をどう変えていくのかというご意見と、このスケールがそもそも違うというご意見。こ

れは委員からもご指摘がありましたけれども、市全体のエネルギー消費量と、世帯当た

りの消費量の乖離がありますと。実は思い返してみると、前期委員会の温暖化対策部会

でも懸念されていた事項ですね。私からの、色々頂いたご意見を受けての提案なのです

けど、世帯別の消費量も載せてはどうかなと、参考資料として。それをどうするかとい

う軌道修正は、中間の見直しのときにする必要はあると思うのですが。参考資料として

載せてはどうかなというのを会長として感じましたということなのですけれども、それ

について皆様、あるいは事務局のほう、何かございますでしょうか。 

 委員、お願いします。 

【委員】 

やっぱり２０３０年とか５０年では、トータルの数字をどうするかという議論ですよ

ね。カーボンニュートラルでゼロにすると。それは２０１３年に比べてということだか

ら、家庭が増えようが人口が増えようが、もう減らさなければいけないのですよ。だか
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らトータルは見ておかないといけないということを言いたいのです。ただ、頑張ってい

るよという意味で、世帯を出すのは賛成です。 

【会長】 

ありがとうございます。ほかにございますか。委員、お願いします。 

【委員】 

今の意見に賛成です。会長おっしゃられたように、参考値というか、努力を示す数値

として世帯当たりという数字があると思います。なので、もう少し言えば、１人当たり

というのもありますし、業務で言えば床面積当たりというのが一般的に使われている指

標なので、最終ターゲットは総量で設定されますけれども、途中の努力を示す値として、

そういう原単位で表示してもいいのではないか。あくまで参考値として。そういうやり

方がいいのではないかと私は思っております。 

 以上です。 

【会長】 

ありがとうございます。ほかにございますか。委員。 

【委員】 

よろしくお願いします。今、脱炭素型ということで、今回はこちらのみの指標になっ

ているわけですが、重点プロジェクトの再生可能エネルギーの導入拡大プロジェクトと

いうのが大きく示されていると。それについては、進捗状況が何もないわけです。こう

いう折れ線グラフの背景には、一方で再生可能エネルギーはどのぐらい導入されてきて

いるのか、また、今後どのように進もうとしているのかというのがちょっと見えないも

のですから、何か今後のロードマップなり、市として今考えているのはどういうものか

ということが、ちょっと気になりました。 

 今回、結局実質値だけを見ることでは終われない内容なのかなと思って、ちょっとお

聞きしたいと思いました。 

【会長】 

今のロードマップで、ほかの再生可能エネルギーとかそういったものについてはどう

なっていますかということで、３ページ辺りかなと思うのですけれども、事務局、お願

いします。 

【事務局】 

ありがとうございます。まず、人口動態の今後の見立てのところからご説明いたしま

すと、これは総合計画の予測上というお話にはなるのですけれども、２０３０年度まで

にかけて、やはり人口は増える見込みではあります。なので、おっしゃるとおり人口が

増えたら、エネルギー消費量もどうしても下がりづらい状況になってくるところはござ

います。委員からご意見いただいたところ、また会長からも参考値としてというお話を

頂いておりますので、それを踏まえてどういう形にするかというところは検討させてい

ただければなと思っております。 

 一旦指標としてはＢとしておりますが、事務局側としても数値だけ見ると全然達成し

ていないではないか、Ｃではないかみたいなお話をかもしれないなとは思いつつも、１

世帯当たりというところでＢとさせていただいているところがございました。また、今
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頂いた意見を基に、何ならＳではないかみたいなお話もあったかとは思うのですけれど

も、その辺り、評価に至ったプロセスを分かりやすいように記載する形をとらせていた

だければと思っております。 

 委員からお話しいただいております再エネの導入状況につきまして、確かに重点プロ

ジェクトのほうに載せておるところでございまして、確実な数字というよりかは、ＦＩ

Ｔ制度を基にどれくらい入れられているかという数値自体は拾ってくることはできるか

と思いますので、今後参考資料として府中市の中でどれだけ再エネが普及しているかと

いうところは、また違った形でお示しできればと思っております。 

 ロードマップのお話も頂いておりましたが、こちらにつきましては、府中市として１

２のトライということで、今後２０３０年、２０５０年に向けてどういう施策を打てば

下がっていくだろうというか、どれだけそれが実現できるかどうかは、まだ計りかねる

ところもありはするのですけれども、どういった施策を打っていかなければいけないか

というまとめ方をした資料等はございますので、そちらについてもまたの機会等でお示

しできればと考えております。 

 事務局からは以上です。 

【会長】 

ありがとうございます。 

【委員】 

今の観点でよろしいですか。この再生可能エネルギーの導入促進の③という、基本方

針の中で、「市施設への再生可能エネルギーの導入」というのが項目としてきちっと挙が

っております。今日の資料では、各家庭の分野は書かれているのですが、市としてどう

いうところに再生可能エネルギーを導入してきたのかという、それが見えないのが非常

に残念です。庁舎もそうですし、たくさんの公共施設があるわけですから、そこの努力

というところを今後見せていただければと思いました。 

【会長】 

ありがとうございます。そちらも事務局で併せてご検討いただければと思います。よ

ろしくお願いします。ありがとうございました。 

 委員、お願いいたします。 

【委員】 

よろしくお願いします。まず、資料３の上段の「市内の温室効果ガス排出量」、このグ

ラフのことでちょっとまずお尋ねしますが、ここには焼却場からの温室効果ガス排出量

も含まれているという理解でいいでしょうか、それともそれは別ですか。 

【事務局】 

ありがとうございます。一応、廃棄物部門としての数値も乗っかってきてはおります。 

【委員】 

 これに含まれている。 

【事務局】 

はい、そこもクリーンセンター多摩川という理解でよろしいですか。 
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【委員】 

そうですね、というか、府中市から出たごみの。 

【事務局】 

そうです。なので、多摩川自体というか、ごみの量として改善、計算されているかと

いう。 

【委員】 

というか、市内から排出されたごみの焼却による……どうぞ。 

【委員】 

今の議論ですけれども、これ東京都のデータを基に作っているので、ミクロの議論と

マクロの議論とちょっと違うと。本当に焼却炉から出たＣＯ２が入っているかというと、

これ厳密にいうとマクロで、東京都全体で見て府中市に割り振っているので、非常に厳

密に言うと違う、でも大体合っている。そういうことで受け取っていただくのが一番い

いかなと思います。 

【委員】 

そういうことですね。では、これが市内のごみからの焼却によるものが入っていると

いう前提で改めてお尋ねしますけれども、資料３の１０ページの上段のところには、粗

大ごみの排出量が減っているということ。もしかしたら、これは燃やすごみも混ざって

しまっているかなということも考えられますし、また、その下の資源化量が若干ですけ

れども停滞。あと、総資源化率、１１ページの上段に行くと総資源化率も若干ではあり

ますが減っているということからすると、もしかしたら燃やすごみのほうに入って燃や

されてしまっているということもあるかななんて素人がちょっと思ってしまったのです。

そんなところです。 

【会長】 

 ありがとうございます。委員。 

【委員】 

質問です。ごみの焼却場のＣＯ２排出量が入っているというのは、ごみというと生ごみ

とか、植物由来のものを燃やしたときに、ＣＯ２、ここの排出量に入るのですか。要する

に、こういうのは多分助燃剤を使っていると思うのです、ガスとか。そういうのが当然

入ると思う。要するに紙ごみとか、そういうのは入っているのですかね。 

【事務局】 

ごみの種類ごとに分けて、それぞれどういう燃料のところまでの計算になっているか

どうか、ちょっと確認できなくて、大元のデータの算出のところに聞く形にはなるので

すけれども、恐らくその場合、個別に、資源別などで計算されてはいないだろうと思っ

ております。 

【委員】 

 だってバイオマスですよね。生活ごみというか植物由来のものはバイオマスになるわ

けだから、それはＣＯ２排出量となると、ちょっと変ですね。 

【委員】 

 ちょっとよろしいですか。すみません、私の業務上の経験からいきますと、混入率に
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よって算定しているのではないかと思うのです、プラスチックの。 

【委員】 

プラスチックが入っていたら駄目、石油だからね。 

【会長】 

 委員、お願いします。 

【委員】 

ごみは環境省の原単位というのが決まっていて、１トンだと幾らＣＯ２が出るという

大体数字が決まっていて、それを細かくプラスチックとか廃油とか、廃プラスチックと

か色々あるのですけど、多分それはとれないので、ごみの焼却場の中では。恐らく一律

に平均値でとっているのではないかなと。 

【委員】  

そういう計算をしていると。分かりました。 

【会長】 

 ありがとうございます。解決ということで。 

【委員】 

続けていいでしょうか。資料４の下段のところなのですが、この２つの棒グラフの下

に、１行目の終わりから「新型コロナウイルス感染症云々かんぬん」で、２行目に「経

済の回復等によりエネルギー消費量の増加等」とありますが、２０年度から２１年度は

経済の回復等によってのエネルギー量の増加なのかなと。エネルギー量の増加のことを

言っているのではなくて、その原因として経済の回復なのかなと思っているのです。 

【会長】 

 ありがとうございます。確かにそのようなご説明があって、私も「おや」と思ったの

で、もしよろしければ何かございますでしょうか。 

【事務局】 

 ありがとうございます。今のお話は、新型コロナウイルスに起因するものではなくて、

経済自体の。 

【委員】 

 ではなくて、新型コロナウイルスによって経済が落ち込んだ。それによって様々な活

動が低下した。だからエネルギー量も低下した。だけれども、経済の回復等があったか

ら、それに比例してエネルギー消費量も増えたというのは分かります。ただ、それが２

０年度から２１年度なのかなと。僕はすみません、社会福祉のことしか知りませんけれ

ども、経済については本当に素人ですが、２０年度から２１年度はコロナによる経済の

回復かなと。コロナで落ち込んだものが回復したのは、２０年度から２１年度だったか

なと。 

【会長】 

 タイミングとしてそこだったかという。 

【委員】 

 僕、すみません、新聞しか読んでいないので分からないのですけれども。 

 



 17

【事務局】 

 一応この言い回しといいますか、理由等につきましては、国と東京都の出典等当たっ

ておりまして。 

【委員】 

多分そうだろうなと思いましたが。 

【事務局】 

ＧＤＰの連動なども加味したもの、もしくは新型コロナからの活動量の予測といいま

すか、計測といいますか、そういったものを参考にさせていただいておりますので、府

中市としてどうこうというよりは、全体的なマクロ視点で見たときに、そういう傾向が

あったというところで捉えていただくような形で。 

【委員】 

 この「新型コロナウイルス感染症からの経済の回復等」という、これはどこかから頂

いてきたものですか。 

【事務局】 

 基本は国の大枠のものを使用しております。 

【委員】 

はい、分かりました。 

【委員】 

非常にこれ難しい。どこの年だと言われても難しいと思いますけれども、商業関連が、

お店も軒並み時間が短縮されていますし、その中で、では２０２０年と２０２１年でそ

んなに変わったかというと、そうではなく、継続したままだったと思うのですね。ただ、

人の動きというよりは、消費はやはり家庭の中で色々とお仕事をするというところでは、

確かにご自宅で料理をする方が増えたりということでは、エネルギー量は増えていたり

するのかなというのはすごく感じます。 

 以上です。 

【会長】 

 もしよろしければ、ここも色々な要因がほかにあれば追記する方向でご検討いただけ

ればと思います。ありがとうございます。温暖化関係についてはよろしいですか。あり

がとうございます。 

では委員、お願いいたします。 

【委員】 

 基本方針の３の「循環型のまちを目指します」というのがあります。これは、即どう

こうなる問題ではないかと思うのですが、プラスチックを出すときに、容器包装リサイ

クルを進めるということで、府中市はピンク袋の中にプラスチックごみを入れて出して

いるのですが、八王子は透明袋でプラスチックを出していると聞きました。府中市では、

リサイクルプラザに持っていった後、容器包装とは別にピンク袋だけ集めているという

話を聞いて、要は資源循環型というところで、リサイクル率にも関わってくるのかな、

どうなのかなと。調布とか立川市、武蔵野市、三鷹市は、容器包装は透明袋で出してい

ると。ですから、そのままプラリサイクルとして出るわけなのですが、ちょっとピンク
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袋の行方が気になっているところです。 

 結局それがサーマルかマテリアルかで、どうなっているかというところを懸念するの

ですが、そういうところでもう少し二酸化炭素を減らすような取組ができないのかなと、

ごみを出す者としてはちょっとはてなという気がしているところなので、ちょっと突き

詰めて考えると、市の施策としてそういうこともできるのかなという、ちょっと意見と

して今日は言わせていただければありがたいなと思いました。 

 資源循環については、その１点だけ申し上げます。まだ基本方針の５でも関わる中で

感じることがありますので、それはまた別途ということで。 

【会長】 

 よろしいですか。ありがとうございました。この点について、事務局のほうから何か

ございますでしょうか。 

【事務局】 

 今の点について申し上げさせていただきます。今、府中市におきましてはピンク袋で

プラスチックごみをまとめて、委員のおっしゃるとおりリサイクルプラザに運びまして、

リサイクル、再資源化するという流れになっております。 

 ただ、今、明言はされなかったのですけれども、プラスチック、確かに袋は別で避け

られまして、最終的には焼却処分をしている。多摩川にもちいまして焼却処分をしてい

るという確認がとれています。その点に関しまして、確かに循環型のまちを目指します

というところで、市民の皆様にご公認を頂いて、分別して集めたところなのですが、そ

の袋については燃やしているところで、確かに矛盾があるところについては、ごみの担

当課についても今、最大の検討事項の１つであると捉えられていると聞いております。 

 ただ、今後、市の政策におきまして、袋の是非、回収方法について検討していかなけ

ればいけないというところで、市の担当課で、今、議論をしているところと聞いており

ます。 

 以上です。 

【会長】 

 ありがとうございます。会長としての意見なのですけれども、これ環境審議会から検

討をお願いすることはできます、答申として。なので、担当課も検討して頑張っていら

っしゃるのだとすれば、循環型のまちを目指すという第３次府中市環境基本計画の理念

に乗っ取って、速やかに検討してほしいですということをお願いする形にしてはどうか

と思いますが、いかがでしょうか。これまでもそういうことは度々あったのですけれど

も。 

 委員、お願いします。 

【委員】 

 質問していいですか。透明袋で有料化ができるような形ができるかどうかがポイント

だと思っていて、ピンクというのはお金を徴収するために色をつけていると思いますが、

透明でも、ほかの八王子なんかは無料にしているのですね、多分。だから、府中市は有

料にしたいので、そういう意味で、透明袋で有料化ができればいいと思うのです。 

 ペットボトルはただなのですよ、別なのです。そうではなくて、ピンクのやつはそれ
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以外のプラスチックごみだと思うので、そこについては有料化ですね。緑もそうだし、

ピンクもそうだし。だから、府中市がごみを無料化するというのなら別だけれども、や

っぱり有料は有料でいいかなと逆に思っていて。 

【委員】 

 そこまで今日、議論の幅はないかなと思うのですね。要は、資源循環としてどう捉え

るか。プラマークが行政から出す場合はつかないと。その点なのだと思うのですけど、

どこまで今日話し合うかは。 

【会長】 

 具体的な政策は行政で考えていただくとして、審議会としては検討してほしいという

ことですよね。やっぱり矛盾しているので、循環型ではないというご回答もありました

ので、担当課のほうにぜひ検討してほしいというお願いをするというのが限界かなと思

っていますけれども、もちろん具体的な方法まで示せれば、よりよいかもしれません。 

【委員】 

 有料か無料化ということにまで、ここの環境審議会ではちょっとどうなのかなと。 

【会長】 

 そうなのですね。ありがとうございます。これに関して何かご意見ございますか。よ

ろしいですか。では、そういう方向でぜひご検討いただければと思います。 

 それでは、次に委員、すみません、お待たせしました、お願いいたします。 

【委員】 

 資料３の４ページですね、カーボンオフセットということで、府中市と長野県の佐久

穂町と環境保全のために、森林の協定を結ばれていることで書いてありますけれども、

ご存じのように植物は二酸化炭素を吸ってくれるわけです。農業者関係の中で、現実を

言いますと、毎月１反、１，０００平米ぐらいずつ田畑が減っています、府中市で。結

局二酸化炭素を吸収して酸素を出してくれる、そういう植物がどんどん減っているので

す。そういったことも加味した上で、長野県との協定を結ばれているのかどうか。年間

森林何本植えるのかちょっと分かりませんけれども、何平米できるのか。限界があると

思うのですね。３０年までずっと毎年１列ずつ植えていくかとか。長野県の森林だって

限度があると思うのです。この辺どのような協定をされているのかなということで、ち

ょっとお伺いしたいなと思っているのです。 

 農地が１反ずつ減っていく、それに対するＣＯ２の検出量をなかなか算出するのも難

しいかと思うのですけれども。加味されているのかというのが１点です。 

 もう１点目は、同じ資料３の１１ページです。コメント欄の中に、水質は多摩川の国

立境と調布境の各５つについて年間設定をしていますとあるのですけれども、ご存じの

ようにＰＦＡＳが話題になっていたかと思うのですね。武蔵台の水源地でＰＦＡＳが検

出されてストップしていると思うのですけれども、農産物は多摩川から水田等は水を引

いていますし、それから地下水で汲み上げている人もいます。やはりＰＦＡＳ関係の心

配をしていることもありまして、市としてＰＦＡＳは測定されているのか、あるいは計

画があるのか。この項目には、ｐＨとＢＯＤとＳＳとＢＯ、大腸菌としか書いてないの

で、ＰＦＡＳはどう考えられているかなということをお伺いしたいです。 
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【会長】 

 ありがとうございます。２点、ご質問いただきましたけれども、事務局のほう。 

【事務局】 

 ありがとうございます。まず森林の吸収のところからなのですけど、一番最後にお話

しされた府中市の田畑で吸収されるというのはどの程度かということでしょうか。 

【委員】 

 いやいや、要するに、田畑が毎月１，０００平米、１反ぐらいずつ毎月減っているの

です。相続やら色々な関係で。それが実態でして、市内で発生しているＣＯ２を吸収して

酸素を出してくれている植物がどんどん減っているわけです。長野県との契約というの

ですか、その辺について加味されているのかなというのが１点目です。 

【事務局】 

 まず、この加味されているかというところについては、もともと、府中市の市内から

のごみの焼却の部分のＣＯ２を相殺するという形で長野県と協定を結んでカーボンオフ

セット事業というのをやっております。ですので、はっきり言ってしまえば、加味され

ていないことになります。 

 先ほどのご質問の中で、２０３０年の目標がある中で、長野県の限界もあるのではな

いかということですけれども、長野県でも森林の整備計画というのを立てていまして、

その中で府中市が負担金として払っている範囲で整備していただくというところを、今

後もそこは続けていこうということで話はしてもらっています。 

 ただ、契約というか、協定は毎年毎年更新されるものですので、この先ずっと何年間

も協定というわけではないのですけれども、基本的には今後、毎年毎年更新しながら、

今、植林をしているのですけど、植林によって吸収量を増やしていこうというところで

やっています。 

【委員】 

 長野県がもう手を上げたらば、ほかの地域へアプローチするとか。 

【事務局】 

 今後ちょっとそこはどうなるかというのはあるのですけれども、今のところ当面は継

続していく方向です。 

 先ほどの農地の保全の部分については、市の農政のほうですね、これから保全をして

いくところは課題として捉えているところがありまして、農政担当のほうと色々施策だ

とか政策等は支援をする形ですとか、そういったところは検討しているところだと思う

のですが、市としては農地が減っていくというところについて課題として捉えていると

ころです。 

【会長】 

 委員、よろしいですか、何かございますか。 

【委員】 

 今の関係で植林という意味で言えば、例えば、田畑が住宅に切り替わっているのです、

うちの周りなんかも。四谷地区なんか非常に多いのですよ。毎月のように何十軒と家が

建っているのです。その中で、例えば庭木が１本もない住宅、ああいうのを市の条例で
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庭木何本は植えなさいとか、前にどこかで質問したことがあるのですが、そうしたら何

平米以下はそういう条例は適用していないと言っていました。 

 やっぱり、市内の住民からそういう意識づけをすべきではないかなと思うのです。 

【委員】 

ちょっとよろしいですか。今の委員への補強意見のような形で申し上げますと、市報

を拝見していると、また、市内の掲示板を見ていますと、府中市の土地を買いませんか

という広告がよく出ていますね。あれを見ていつも思うのは、公有地というのは市の行

政の財産ではなくて市民の財産ですから、委員がおっしゃるような、木１本は幾つ幾つ

のＣＯ２の吸収があるということ、ぱっぱぱっぱ売っ払って、市の財政を外見上よく見せ

るような方策よりも、環境保全に役立てることがいいのではないかなと思います。 

【会長】 

ありがとうございます。 

【委員】 

 緑の府中と言っているくらいですから、緑がどんどんなくなっているので。 

【会長】 

 すみません、私、忘れていたのですけれど、水質のこともあります。お願いします。 

【事務局】 

 水質の質問について回答させていただきます。委員ご指摘の多摩川の国立境と調布境

で市においては水質調査をさせていただいているのですけれども、ＰＦＡＳが含まれて

いないというご指摘なのですが、東京都環境局において、多摩川につきましてはＰＦＡ

Ｓ、ＰＦＯＡ、ＰＦＨｘＳの調査については現状しているというところになっておりま

すので、そちらで補完をさせていただきたいというところでございます。 

 多摩川ではなくて、府中市におきましては、このたび補正予算で府中市内の公共井戸

９か所と湧水２か所、あと農業の災害協力井戸につきましては３７か所、希望者に限定

させていただくのですが、市でＰＦＡＳ、地下水、井戸の水ですね、含まれていないか

どうかの調査をさせていただく運びとなっています。また、市としましても、ＰＦＡＳ、

ＰＦＯＡにつきましては非常に重い問題だと考えておりますので、随時対応させていた

だきたいと思っている次第です。 

 回答としては以上になります。 

【会長】 

 ありがとうございます。緑地の件についても意見が出たので、そちらもご検討いただ

ければ。その辺についてはよろしいですか。 

 ありがとうございます。では、いい時間になってきたので、まだご発言されていない

皆様から。すみません、委員お願いします。 

【委員】 

資料３で気になっていること、先ほどの議論に関わってくるのですけれども、基準値、

目標値の範囲というか、数値なのですけど、絶対値なのか相対値なのか、そこを意識し

ないといけなくて。先ほど、人口動態で３０年増えることに驚いたのですが、そういう

見込みが立っているのであれば、絶対値で考えることなのか、１人当たりの相対値で考
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えるかでやらないと、実際に増えてありがたいことなのに、環境に関しては減っている

とか、でも１人当たりにすればよくやっているのだという先ほどの議論になったと思う

のですけれども、それはやっぱり両方出しておいたほうがいいというのがあって。この

資料を見ると、ごみの量は、実は絶対値は総量ではなくて１人当たりで出ているのです

ね、資料の９ページ。逆にいうと、これ何で１人当たりしか出さないのか。それは基の

データがそれしかないからかもしれないのですけど、こちらだと先ほどＣＯ２の排出量

でいくと絶対量で、府中市としてごみをどれだけ出しているかというのを、やっぱり人

口が増えてくるのだったら増えていかざるを得ないので。どちらがいいかという判断で

はなくて、それだったら両方出しておいたほうがいいのではないかなと思いました。 

 あと細かいこととしては、９ページの上の、１人当たりの燃やすごみの排出量の単位

が間違っているので修正をお願いします。逆です。修正をお願いします。 

 ということで絶対値と相対値、人口動態の母数を踏まえた議論ができるような、そう

いった参照の仕方も検討していただきたいということです。 

 以上です。 

【会長】 

 ありがとうございます。事務局のほうから。 

【事務局】 

 まず単位のミスについてご指摘ありがとうございました。こちらは修正させていただ

きたいと思います。絶対値と相対値につきましては、委員のおっしゃるとおり、非常に

いい案だと思います。なので、こちらにつきましても今後は審議会で議論させていただ

きまして、タイミングとしては中間見直しのタイミングで新たに指標を増やすなど、対

応をとらせていただきたいと思っております。こちらのことに関して、表現の仕方に関

しても皆様のご意見を賜れればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

【会長】 

 ありがとうございます。委員、お願いします。 

【委員】 

よろしくお願いします。今まで出ていた基本方針２の部分についてちょっとお伺いし

たいと思います。資料３の５ページですね。上段のほうなのですけれども、「生物多様性

の価値や現状を理解している市民の割合」、ここのところ２年ぐらい５割近くになって喜

ばしいことだと思うのですけど、２１年から２２年にかけて急激に倍増のような形にな

っているところがちょっと気になりました。本当に増えればいいのですけれども、急激

に増加している要因というものが解析されているのかどうかですね。これで数字はいい

ということでＳとしているのですけれども、取組内容を見ると、展示会、講演会、各種

自然観察会、これだけでここまで爆発的に増えるのかなと。なので、何かの要因で増え

ているのだとしたら、いつかまたがくっと落ちる可能性もある。これは分析できている

のかなというところが気になりました。ほかのイベントが何回中止になったとか、外的

要因もあったというところを書いたほうがいいとなったのですが、これももし外的要因

が分析できているのであれば、記載していただいたほうがいいのかなというところが１



 23

点です。 

 もう１点ですが、６ページです。上段のところで市内のレッドリスト確認数というこ

とで、１０が９になっているというところ。動植物は年度ごとに増減するものなので、

一喜一憂するまでもないかな、長い年月を追っていかないといけないかなというところ

はあるのですけれども、確認できなかった種類というのは、例えばですけど、市民団体

の調査ですとか、あと公的施設の管理者の調査では拾いにくい種類の可能性があるので

はないかなというところは気になりました。 

 なので、それについては分析していって、府中市で補完的な調査を計画するなどが必

要になってくるかなというところなので、それを計画する意図があるかどうかというと

ころはお伺いしておきたいかなと思います。 

 ちょっと細かいところなのですが、１個戻って５ページの下段ですが、多様性の行動

を始めている市民の割合というところで、取組内容、アライグマやハクビシンの防除、

ここ関係あるのかなと。ちょっとそこは違うのではないかなというところですね。 

 ３点、以上になります。 

【会長】 

 ありがとうございます。事務局のほうから３点のご質問について回答をお願いします。 

【事務局】 

 今、ご質問いただきました点について回答いたします。まず５ページ目の「生物多様

性の価値や現状を理解している市民の割合」というところですが、委員おっしゃるよう

に、令和３年度までは世論調査の結果をとっておりました。令和４年から第７次総合計

画において指標となっておりまして、令和４年度から市民意識調査の結果をとっており

ます。世論調査につきましては、質問項目が今まで生物多様性の意味を知っているかと

いうところで、知っていると、意味をある程度知っている、知らないという三択の質問

でした。市民意識調査というと理解しているか、理解していないかという二択になって

いるもので、ちょっと割合が高くなっております。こちらは、今後も同じ市民意識調査

でアンケートを同じようにとっていく形なので、推移としてはこのような形になってく

ると思われます。 

 それから、２点目の６ページの希少種の確認状況。こちらにつきましては、東京都、

北多摩南部建設事務所等に照会をいたしまして、色々調査をしているところで、市で把

握できていないところにつきましても確認させていただいております。やはり見られな

い種もありまして、昨年度は９種類見られている状態になっております。 

【事務局】 

 最後、５ページの下段の「アライグマやハクビシンの防除の推進、支援」というのが、

「生物多様性や自然環境の保全につながる行動を始めている市民の割合」と関係のない

部分ではないかということでよろしかったですかね。一応入れさせていただいた意図と

しましては、市でアライグマとかハクビシンの被害に遭われている方からご相談がある

のですけれども、そこで市としては生物多様性の保全という観点からも、積極的な防除

というのを推進していくという方針でおりまして、そういった相談があった方には積極

的な捕獲の支援というところで、箱わなの貸し出し等を行って支援をしておりました。
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近年、ハクビシンとかアライグマの相談数が非常に増えているというところで、市民も

関心があるところだと思いまして、市民に対して生物多様性の保全という意味で防除を

進めていくという意味でも支援を行っておりましたので入れていたのですが、ちょっと

これに関しては違うのではないかというところですかね。 

【委員】 

 保全につながっていればいいのですけど。 

【事務局】 

 分かりました。そういった意図では入れさせていただいていたのですが、今、ご意見

も頂いたところで、今一度入れていくかどうかに関してはまた検討したいと思います。

よろしくお願いします。 

【会長】 

 説明をもう少し膨らませてみてはどうですか。要するに固有種を守るとかそういうこ

とですよね。 

【事務局】 

 そうですね、アライグマとかハクビシンがいることで、ほかの在来の生き物に対する

影響があったりだとか、捕食されてしまうものを保全できるという意味で。 

【委員】 

 今の事務局発言によろしいでしょうか。 

【会長】 

 はい、お願いします。 

【委員】 

 先ほどお話を伺っていて思ったのですが、市民への調査項目の文言と、５ページの下

段の「生物多様性や自然環境保護の保全につながる行動を始めている市民の割合」とい

う数字は出てこないのではないのかなと思います。違いますかね。ちょっと聞き落とし

たのかもしれないけれども。 

【事務局】 

 ５ページの下の質問に関しましては、自然の保全につながる行動を始めているか、い

ないかという質問をしています。 

【委員】 

 そういうのが入っていたのですね、失礼しました。申し訳ありませんでした。 

【会長】 

 ありがとうございます。生物多様性保全関係について、頂いた意見を基に色々重ねて

いただければと思います。よろしくお願いします。 

 委員、お願いします。 

【委員】 

 いいですか、今の参考までに。今年もですが、アライグマ、タヌキ、ハクビシン、相

当の農産物被害を受けています、トウモロコシはじめ。それから、最近ネズミが多いの

です。ネズミが枝豆やら芋類やら相当荒らしています。駆除を農業委員会に申請すると、

ハクビシンとアライグマとタヌキですね、この３種類は支援してくれるのですけれども、
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それ以外のものは支援されないということで、いや、もっとほかのも支援してもらった

ほうがいいのではないかという意見は言っているのですけど、かなり苦労しています。

参考までに。 

【委員】 

 短い時間で申し上げます。この生物多様性云々かんぬんとなりますと、ザリガニの件

なんかが非常に分かりやすいかと思うのですが、小学校とか保育園、幼稚園とかの中で、

子ども達が喜ぶからアメリカザリガニを飼っていたり、ある意味アイドルのような形に

なってしまっているような感じがするのですね。 

 あと、私の家のすぐそばの郷土の森博物館が、改修前は博物館本館へ入ると右側に、

アメリカザリガニか何かが水槽の中に飼われていて、そこを見る子どもたちが目を輝か

しているのをそばで見ていましたので、行政として関係機関にその辺のことも注意して

いったほうがいいのかなとちょっと思っています。 

 以上です。 

【会長】 

 ありがとうございます。今のご意見を踏まえて何かございますか。ご検討いただけれ

ばということでよろしいですか。ありがとうございました。 

 委員、何かございますでしょうか。 

【委員】 

 １点あるとすれば、温室効果ガスのところの話ですね。今回Ｂという評価かなと思い

ます。ご存じの方がいるかと思いますけれども、これ２０２１年度なので、２０２２、

２０２３と東京電力さんの排出係数は実は上がっていきますので、電気を同じ量を使っ

てもＣＯ２は増えてしまうという予測が立ちます。人口が増えている府中市でいかに減

らしていくか、かなり難しい目標を立ててやっている中で、省エネルギーとかやるべき

ことをまとめて取り組むという点は、注視していかないと今後かなり厳しい闘いになっ

ていくなと思います。質問というよりは意見みたいな感じですけれども、今後厳しいと

いう中で、１つ方策があるとすれば、ＣＯ２がゼロの電気のご契約というのもできなくは

ないところがありますので、そういったところのＰＲも含めて、官民連携で進めていく

ことが大事かなと思いますので、一応意見という形で言わせていただきました。ありが

とうございます。 

【会長】 

 ありがとうございます。事務局、ぜひその点に関してよろしくお願いします。 

 委員から、基本方針５についてご意見があるということだったのですけれども、お願

いします。 

【委員】 

 ４月から環境保全活動センターのサポーターの登録を始めてさせていただきました。

サポーターは今、個人では８１名いると。その他の団体様もいるのですが、その８１名

とどう連携ができているのか、そこのところがこれまでそんなに密にできていないとい

う話を伺いまして。これからの府中市の環境を守っていく一助になるサポーターですの

で、そことの協働を深めていくというか、それが大いにまずは必要ではないかと。 



 26

 といいますのは、サポーターに登録したのだけど何も連絡はないし、ちょっとどうな

っているのかしらみたいなところも数名の方から聞くものですから、大いに私自身の反

省なのですが、今後の課題かなと捉えております。 

 やっぱり人材育成というところで、せっかくこういう制度が府中市にあるわけですか

ら、そこは大いに色々な場面で登場していただいて、環境保全に努められるような裾野

を広げていくことが必要なのかなと思っています。また、市とともに一緒にやっていか

れたらなと思っております。 

 ちょっと漠然とした内容なのですが、基本方針で協働・連携で環境の整ったまちを目

指すと。今後のためには、今あるサポーターの方たちと環境保全活動センターの運用、

そして市民活動の支援にもつなげられる分野かなと思っております。 

【会長】 

委員。 

【委員】 

 今のに関連してよろしいですか。補強意見でちょっと申し上げますと、今日、午前中、

ある学生たちとしゃべっていたのですが、ボランティアというのは私のほうからの自発

性でやる。ただ自発性というのは、揮発性でもあるのだと言ったら、どっと沸いたわけ

なのですね。今、委員がおっしゃるように、揮発性があるゆえに、それなりに行政のほ

うから色々な機会を設けて継続することを働きかけていただきたいと思っています。 

【会長】 

 ありがとうございます。以上のご意見から何かございますか。 

【事務局】 

委員がおっしゃられました環境保全活動センターについて、現状、かんきょう塾は企

画させていただきまして、サポーターの方にご協力いただきながら運営をさせていただ

いているのですけれども、既存のサポーターの方が全員に参加いただいているわけでは

ないというのが現実であることは、確かにそのとおりでございます。サポーターの方々

には、連絡先がわかる方に対してメールないし講座のお誘い等々させていただいている

のですけれども、そこが参加までなかなかつながってきていないというのが現実でござ

います。 

 我々のほうでかんきょう塾の講座について、参加したくなるような魅力あるものにし

ていく努力をさせていただいてはいるのですけれども、努力が足りないのか、参加の人

数向上にはまだ至っていない次第なのですが、既存の方々を大事にするのも大事ですし、

新しい新規の方々の獲得という面でも大事かと思っておりますので、引き続きチラシな

いし広報、ＳＮＳ等を活用しながらサポーターの方の人数確保に努めてまいりたい次第

でございます。 

 回答としてこのような形で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。 

【会長】 

 ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。 

 それでは、大分いい時間になってまいりましたので、どうしても伝えておきたいこと

がある方がいたら、最後に、お願いします。 
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【副会長】 

今日は温室効果ガスのことであるとか、ごみのことにつきまして、市全体としてと、

１人当たりということで、府中市の人口が増加していることにつきましてかなり重要な

ポイントになるかと思います。次の資料としまして、人口の動態というのも１つ入れて

いただけると、私たちも今後どのような形でこれらを考えていくのかということの参考

になるかと思いますので、ご検討いただければと思います。 

【委員】 

 今のに加えて、人口だけではなくて事業体の数もできれば把握していただきたいなと。

結局ＣＯ２排出の基になる母数を知りたいです。よろしくお願いします。 

【会長】 

 ありがとうございました。委員、お願いします。 

【委員】 

 ちょっと逆に質問、あと１つ提案なのですけれども、成果目標で進捗管理をしていま

すね、当初作った基本計画に基づく成果目標。色々な意見を見ると若干見直したほうが

いいのではないかと。それは、先ほど中間見直しのときには成果目標についてまた検討

しましょうという話になったのですけれども、今、幾つかの発言については、中間見直

しを待たずに、この進捗管理の指標として追加するという理解をすればいいのですか。 

【会長】 

 ありがとうございます。事務局として……。 

【委員】 

そうです。では、逆に提案なのですけれども、進捗管理はそれで結構です。ただ、も

う１点お願いしたいのは、環境基本計画を推進していく観点からのご提案なのですが、

これはよくできていまして、その中に項目ごとに「市の取組」という項目がありますね。

３つに分けていますね。市の取組とか、市民・団体の取組、事業者の取組と。市の取組

の中に、着手していないものをピックアップして、できたらロードマップを作れないか

なと思っているのですよ。つまり、この環境基本計画でこういう取組を検討しますとい

うことをうたっていますので、もう既に着手して継続しているものが多分８割ぐらいあ

ると思いますが、着手されていない項目も何割か見られるので、それをピックアップし

て、こちらで議論するなり、先ほど会長が言った別途、諮問審議に入るのですけれども、

アシストできないかなという感じはしているのです。これは提案です。 

【会長】 

ありがとうございます。とてもいいご提案だと思います。事務局のほうから何か。 

【事務局】 

 ありがとうございます。今、最初のところ、人口の動態だとか事業体の動態について

の資料につきまして、それを進捗管理するか否かというわけではなく、参考の資料とし

てご提出できる中で説明させていただきたいと思いますので、資料をそろえられるかど

うか事務局のほうで確認をさせていただきたいと思います。 

 あと、委員のおっしゃられていました、市の取組で実施されていないものについてピ

ックアップして進捗のアシストというところにつきましても、どれができて、できない
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のかというところの確認も含めまして、また次回の審議会等々でご報告等させていただ

きたいと思っております。 

 以上です。 

【会長】 

ありがとうございます。それでは次回は、今回出していただきましたご意見を基に資

料を事務局のほうで修正いただいて、答申案もみんなでたたき上げてということになっ

ていくと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、次に「その他」に移りますけれども、事務局から何かございますでしょう

か。 

【事務局】 

 次回の日程についてご案内をさせていただきます。第２回の審議会は、来年の１月２

３日木曜日、午後６時から、場所が本日と同じ市役所おもや２階Ａ２０１会議室での開

催となります。後日改めて開催通知等でご連絡をさせていただきますので、ご確認のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

【会長】 

 ありがとうございます。今の件について、何かご意見とかご質問等ございますか。よ

ろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 それでは、次回は来年の１月２３日木曜日、午後６時から、市役所おもや２階Ａ２０

１会議室開催となります。 

 本日はこれで府中市環境審議会を終了いたします。皆様、ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


